
あ市保発第１２９号 

平成３０年８月２８日 

 

あきる野市国民健康保険運営協議会 

会 長  臼 井  建  殿 

 

               あきる野市長 澤 井 敏 和 

 

 

あきる野市国民健康保険税の改正について（諮問） 

 

 

このことについて、将来を見据えた国民健康保険税賦課方式の整備を目的と

する、国民健康保険税の改正について、貴協議会の意見を伺いたく、あきる野

市国民健康保険運営協議会規則第２条の規定に基づき、諮問いたします。 

 

  

○写  



諮   問   書 

 

諮問理由 

 

国民健康保険制度は、本年度から都道府県が財政運営の責任主体として中心

的な役割を担うこととなり、区市町村とともに国保の保険者として安定的な財

政運営に取り組むこととなりました。 

このような中、東京都は、区市町村と一体となって国民健康保険に関する事

務を共通認識の下で実施するため、都内の統一的な方針として、「東京都国民健

康保険運営方針」を策定しました。 

この運営方針では、将来的には区市町村間の「保険料水準の平準化」を目指

すとしているほか、区市町村ごとの標準的な住民負担の見える化を目的とする

標準保険料率については、多くの区市町村が用いている「２方式（所得割額、

均等割額）」が採用されました。 

本市では、本年度から資産割額を廃止した３方式（所得割額、均等割額、平

等割額）による賦課方式としましたが、島しょ地域を除く都内すべての区市町

村では、既に平等割額を廃止した２方式が採用されています。 

これは、平等割額が世帯人数に関係なく定額で賦課されるため、単身世帯の

増加とともに、単身世帯にとって不公平感や負担感が強くなったことなどによ

るものであります。 

 このようなことから、国民健康保険被保険者間の負担の公平性の確保及び将

来を見据えた国民健康保険税賦課方式の整備を図るため、別紙のとおり国民健

康保険税の改正について諮問いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

  



【別 紙】 

 

１ 改正内容 

 

（１）国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額を廃止する。 

 

（２）国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額について、

２０，０００円を２６，２００円に改正する。 

 

（３）世帯別平等割額の廃止に当たっては、次のとおり段階的に改正する。 

 

区  分 現 行 
31年度 

(2019) 

32年度 

(2020) 

33年度 

(2021) 

基礎課税額 

（医療給付分） 

所得割 5.03％ 5.03％ 5.03％ 5.03％ 

均等割 20,000円 22,100円 24,200円 26,200円 

平等割 10,800円 7,200円 3,600円 0円 

後期高齢者 

支援金等課税額 

所得割 1.62％ 1.62％ 1.62％ 1.62％ 

均等割 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 

平等割 － － － － 

介護納付金課税額 

所得割 1.53％ 1.53％ 1.53％ 1.53％ 

均等割 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円 

平等割 － － － － 

 

 

２ 適用の時期 

 

平成３１年度分の国民健康保険税から適用する。 

 

 



世帯別平等割の課題について 

 

１ 賦課方式と税率 

  本市の国民健康保険税は、「所得割」「資産割」「被保険者均等割（均等割）」「世帯別平

等割（平等割）」による４方式で賦課してきたが、平成３０年度からは「資産割」を廃止

して３方式とした。 

賦
課
方
式 

所得割 世帯の被保険者の前年中所得に応じて算出 

資産割（廃止） 世帯の被保険者の固定資産税額（土地・家屋）に応じて算出 

均等割 世帯の被保険者の人数に応じて算出 

平等割 １世帯当たり定額で算出 

また、国民健康保険税は、「基礎課税額（基礎分）」「後期高齢者支援金等課税額（後期

支援分）」「介護納付金課税額（介護納付金分）」の３つの区分で構成されている。 

国民健康保険税は、これらを組み合わせて税率が設定されており、平成３０年度は次

のとおりである。 

＜税率等（平成３０年度）＞ 

区分 課税対象 基礎分 後期支援分 介護納付金分 

所得割 世帯の前年所得 ５.０３％ １.６２％ １.５３％ 

均等割 被保険者１人当たり ２０，０００円 ９，０００円 １２，０００円 

平等割 １世帯当たり １０，８００円 ― ― 

課税限度額 ５８万円 １９万円 １６万円 

 

２ 平等割の課題 

国民健康保険税は、経済的負担能力に応じて、応能分として負担する「所得割」「資産

割」と、加入世帯及び被保険者が平等に負担する応益分として負担する「均等割」「平等

割」に区分される。 

このうち、平等割は、同じ応益分の均等割を補完するものであり、均等割が加入者の

多い世帯に対して過重な負担とならないよう緩和する役割を担っている。しかし、都市

部においては、単身世帯の増加とともに一世帯当たりの被保険者数が減少したことで、

平等割が単身世帯には負担となり、平等割を廃止する団体が多くなっている。 

また、具体的には次のような課題が生じている。 

 

基礎分 被保険者の保険給付などに充てられる保険税 

後期支援分 75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」を支援する保険税 

介護納付金分 40歳以上 65歳未満の被保険者の介護保険料相当分としての保険税 

諮問 資料１ 



（１）東京都では、島しょ地域を除くすべての区市町村で平等割を廃止した。 

（２）単身世帯の低所得者が多い中、世帯人数に関係なく定額で賦課する平等割は、単身

世帯にとって不公平感があり、負担感が強い。 

（３）本市の一世帯当たりの被保険者数は、平成２１年度の１.８７人から平成２９年度末

には１.６５人まで減少し、均等割との違いの意義も薄れている。 

（４）協会けんぽなどの被用者保険には平等割がなく、後期高齢者医療制度や介護保険制

度にも平等割はない。 

（５）平等割の廃止による減収分は、同じ応益分の均等割を引上げることで補填すること

となるが、世帯人数の多い多子世帯などの負担が重くなる。 

 

３ 今年度のスケジュール 

平成３０年８月  諮問（世帯別平等割額の廃止について） 

 ～     ≪諮問に対する検討≫ 

     １０月  東京都から平成３１年度国保事業費納付金の提示 

     １２月  答申（世帯別平等割額の廃止について） 

 平成３１年.３月  国民健康保険税条例改正 



■被保険者加入状況

（平成30年4月1日現在）

年齢 加入率

0-4歳 2,945人 4.3% 436人 2.1% 14.8%

5-9歳 3,578人 5.2% 546人 2.7% 15.3%

10-14歳 3,845人 5.6% 571人 2.8% 14.9%

15-19歳 4,090人 5.9% 638人 3.1% 15.6%

20-24歳 3,896人 5.6% 664人 3.2% 17.0%

25-29歳 3,448人 5.0% 639人 3.1% 18.5%

30-34歳 3,868人 5.6% 755人 3.7% 19.5%

35-39歳 4,579人 6.6% 901人 4.4% 19.7%

40-44歳 5,970人 8.7% 1,152人 5.6% 19.3%

45-49歳 6,568人 9.5% 1,276人 6.2% 19.4%

50-54歳 5,286人 7.7% 1,086人 5.3% 20.5%

55-59歳 4,557人 6.6% 1,059人 5.2% 23.2%

60-64歳 4,705人 6.8% 1,926人 9.4% 40.9%

65-69歳 5,978人 8.7% 4,207人 20.5% 70.4%

70-74歳 5,700人 8.3% 4,694人 22.8% 82.4%

計 69,013人 100.0% 20,550人 100.0% 29.8%
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諮問 資料２ 



国保被保険者
（平成30年4月1日現在）
年齢 人数
0 77
1 89
2 92
3 99
4 79
5 99
6 94
7 112
8 117
9 124
10 120
11 104
12 108
13 119
14 120
15 121
16 126
17 122
18 147
19 122
20 134
21 145
22 150
23 113
24 122
25 133
26 135
27 111
28 130
29 130
30 146
31 156
32 130
33 154
34 169
35 169
36 180
37 177
38 191
39 184
40 217
41 215
42 204
43 254
44 262
45 256
46 236
47 267
48 286
49 231
50 256
51 196
52 202
53 215
54 217
55 203
56 205
57 195
58 222
59 234
60 293
61 280
62 378
63 470
64 505
65 609
66 730
67 848
68 1,003
69 1,017
70 1,161
71 885
72 689
73 836
74 1,123

20,550 20,550 100.0% 20,550 100.0% 20,550 100.0%

43.3%

5歳区分 10歳区分 3区分

9.4%

20.5%

22.8%
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5.6%
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総人口
（平成30年4月1日現在）
年齢 人数
0 535
1 553
2 574
3 629
4 654
5 651
6 702
7 737
8 712
9 776
10 752
11 800
12 743
13 797
14 753
15 796
16 814
17 793
18 857
19 830
20 835
21 824
22 771
23 771
24 695
25 696
26 695
27 652
28 706
29 699
30 728
31 756
32 757
33 764
34 863
35 849
36 888
37 861
38 978
39 1,003
40 1,080
41 1,070
42 1,160
43 1,322
44 1,338
45 1,398
46 1,308
47 1,324
48 1,303
49 1,235
50 1,175
51 1,043
52 1,038
53 1,026
54 1,004
55 950
56 929
57 897
58 894
59 887
60 948
61 850
62 930
63 1,007
64 970
65 1,007
66 1,106
67 1,175
68 1,341
69 1,349
70 1,474
71 1,109
72 826
73 1,003
74 1,288

69,013 69,013 100.0% 69,013 100.0% 69,013 100.0%

11,678 16.9%

5,700 8.3% 5,700 8.3%

4,705 6.8%

10,683 15.5%

5,978 8.7%

5,286 7.7%

9,843 14.3%

4,557 6.6%

8.7%

12,538 18.2%

6,568 9.5%

5.9%

46,967 68.1%

3,896 5.6%

7,344 10.6%

3,448 5.0%

3,868 5.6%

8,447 12.2%

4,579 6.6%

5,970

5歳区分 10歳区分 3区分

2,945 4.3%

6,523 9.5%

10,368 15.0%3,578 5.2%

3,845 5.6%

7,935 11.5%

4,090



■一世帯当たり被保険者数（年度末）

（人）

区　分 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

特 別 区 計 1.56 1.55 1.55 1.53 1.52 1.50 1.47 1.44

八 王 子 市 1.73 1.72 1.72 1.71 1.68 1.65 1.63 1.59

立 川 市 1.68 1.67 1.66 1.65 1.63 1.61 1.57 1.54

武 蔵 野 市 1.51 1.51 1.51 1.51 1.49 1.48 1.46 1.44

三 鷹 市 1.60 1.59 1.59 1.58 1.57 1.55 1.53 1.50

青 梅 市 1.79 1.78 1.76 1.74 1.71 1.68 1.65 1.61

府 中 市 1.67 1.67 1.67 1.66 1.64 1.61 1.58 1.55

昭 島 市 1.72 1.71 1.70 1.69 1.68 1.65 1.61 1.58

調 布 市 1.60 1.60 1.59 1.59 1.57 1.55 1.53 1.50

町 田 市 1.73 1.73 1.71 1.70 1.68 1.66 1.63 1.60

小 金 井 市 1.56 1.57 1.56 1.56 1.55 1.53 1.51 1.48

小 平 市 1.67 1.67 1.67 1.65 1.63 1.61 1.59 1.56

日 野 市 1.65 1.65 1.64 1.62 1.61 1.59 1.55 1.52

東 村 山 市 1.70 1.70 1.69 1.67 1.66 1.63 1.60 1.57

国 分 寺 市 1.62 1.61 1.60 1.59 1.57 1.55 1.53 1.50

国 立 市 1.64 1.64 1.64 1.63 1.61 1.59 1.57 1.54

福 生 市 1.67 1.66 1.65 1.63 1.60 1.57 1.54 1.51

狛 江 市 1.58 1.57 1.57 1.56 1.54 1.52 1.50 1.47

東 大 和 市 1.79 1.78 1.77 1.75 1.72 1.70 1.67 1.63

清 瀬 市 1.74 1.73 1.72 1.70 1.68 1.66 1.63 1.60

東 久 留 米 市 1.73 1.73 1.72 1.70 1.68 1.65 1.64 1.60

武 蔵 村 山 市 1.91 1.91 1.90 1.87 1.85 1.82 1.78 1.73

多 摩 市 1.67 1.66 1.67 1.65 1.63 1.60 1.58 1.54

稲 城 市 1.75 1.75 1.74 1.72 1.70 1.67 1.64 1.61

羽 村 市 1.79 1.77 1.76 1.73 1.71 1.68 1.66 1.63

あ き る 野 市 1.86 1.84 1.83 1.82 1.79 1.76 1.73 1.69 1.65

（被保険者数）人 (25,218) (25,253) (25,487) (25,416) (24,941) (24,194) (23,122) (21,731) (20,506)

（世帯数）世帯 (13,540) (13,697) (13,894) (13,954) (13,920) (13,745) (13,355) (12,854) (12,424)

西 東 京 市 1.64 1.63 1.62 1.61 1.60 1.58 1.55 1.52

瑞 穂 町 1.94 1.92 1.91 1.88 1.85 1.82 1.79 1.75

日 の 出 町 1.85 1.85 1.86 1.85 1.82 1.81 1.77 1.75

檜 原 村 1.70 1.72 1.72 1.68 1.66 1.63 1.63 1.56

奥 多 摩 町 1.65 1.67 1.65 1.66 1.65 1.63 1.61 1.59

多 摩 地 区 計 1.69 1.69 1.69 1.66 1.65 1.62 1.59 1.56

1.86 
1.84 1.83 1.82 
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1.76 
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1.65 

1.69 1.69 1.69 
1.66 1.65 

1.62 
1.59 

1.56 
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1.60
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1.80

1.90

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

あきる野市 

多摩地区計 

諮問 資料３ 



■あきる野市国民健康保険税率の推移

所得割 資産割 均等割 平等割 限度額 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額

8 3.80% 20.00% 9,360円 3,600円 44万円

9 3.85% 18.00% 13,200円 7,200円 48万円 平均改定率 10.15％

10 3.85% 18.00% 13,200円 7,200円 48万円

11 3.85% 18.00% 13,200円 7,200円 48万円

12 3.85% 18.00% 13,200円 7,200円 48万円 0.90% 6.00% 4,800円 2,400円 7万円 介護保険制度の開始

13 3.85% 18.00% 13,200円 7,200円 48万円 0.90% 6.00% 4,800円 2,400円 7万円

14 4.10% 15.00% 16,800円 9,600円 51万円 0.90% 6.00% 4,800円 2,400円 7万円 平均改定率 9.48％

15 4.10% 15.00% 16,800円 9,600円 51万円 0.90% 6.00% 4,800円 2,400円 7万円

16 4.50% 15.00% 18,000円 10,800円 53万円 0.90% 6.00% 4,800円 2,400円 8万円 平均改定率 9.85％

17 4.50% 15.00% 18,000円 10,800円 53万円 0.90% 6.00% 4,800円 2,400円 8万円

18 4.80% 15.00% 21,500円 10,800円 53万円 1.00% 6.00% 6,500円 2,400円 8万円 平均改定率 9.83％

19 5.52% 15.00% 24,000円 10,800円 53万円 1.32% 3.00% 8,000円 1,200円 9万円 平均改定率 9.96％

20 4.12% 15.00% 15,600円 10,800円 47万円 1.40% － 8,400円 － 12万円 1.40% － 9,400円 － 9万円 後期高齢者医療制度の開始

21 4.12% 15.00% 15,600円 10,800円 47万円 1.40% － 8,400円 － 12万円 1.40% － 9,400円 － 10万円

22 4.12% 15.00% 15,600円 10,800円 50万円 1.40% － 8,400円 － 13万円 1.40% － 9,400円 － 10万円

23 4.12% 15.00% 15,600円 10,800円 51万円 1.40% － 8,400円 － 14万円 1.40% － 9,400円 － 12万円

24 4.12% 15.00% 15,600円 10,800円 51万円 1.40% － 8,400円 － 14万円 1.40% － 9,400円 － 12万円

25 4.12% 15.00% 15,600円 10,800円 51万円 1.40% － 8,400円 － 14万円 1.40% － 9,400円 － 12万円

26 4.63% 7.50% 20,000円 10,800円 51万円 1.62% － 9,000円 － 16万円 1.53% － 12,000円 － 14万円 平均改定率 9.94％

27 4.63% 7.50% 20,000円 10,800円 52万円 1.62% － 9,000円 － 17万円 1.53% － 12,000円 － 16万円

28 4.63% 7.50% 20,000円 10,800円 54万円 1.62% － 9,000円 － 19万円 1.53% － 12,000円 － 16万円

29 4.63% 7.50% 20,000円 10,800円 54万円 1.62% － 9,000円 － 19万円 1.53% － 12,000円 － 16万円

30 5.03% － 20,000円 10,800円 58万円 1.62% － 9,000円 － 19万円 1.53% － 12,000円 － 16万円 平均改定率 0.0％

31(案) 5.03% － 22,100円 7,200円 未定 1.62% － 9,000円 － 未定 1.53% － 12,000円 － 未定

32(案) 5.03% － 24,200円 3,600円 未定 1.62% － 9,000円 － 未定 1.53% － 12,000円 － 未定

33(案) 5.03% － 26,200円 0円 未定 1.62% － 9,000円 － 未定 1.53% － 12,000円 － 未定

※　平成12、20年度は制度改正による税率改正であり、実質的な改正はなし。

備　考年度
基礎分 後期高齢者医療支援金等分 介護納付金分
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■国民健康保険税（料）率（平成30年度）

所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 所得割 均等割

千 代 田 区 7.27% 37,400円 － 1.95% 11,000円 0.85% 15,500円

中 央 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.06% 15,600円

港 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.18% 15,600円

新 宿 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.65% 15,600円

文 京 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.33% 15,600円

台 東 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.67% 15,600円

墨 田 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.59% 15,600円

江 東 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.56% 15,600円

品 川 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.51% 15,600円

目 黒 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.29% 15,600円

大 田 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.79% 15,600円

世 田 谷 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.68% 15,600円

渋 谷 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.40% 15,600円

中 野 区 7.49% 38,400円 － 2.23% 11,100円 1.67% 15,600円

杉 並 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.78% 15,600円

豊 島 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.76% 15,600円

北 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.34% 15,600円

荒 川 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.59% 15,600円

板 橋 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.67% 15,600円

練 馬 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.61% 15,600円

足 立 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.60% 15,600円

葛 飾 区 7.32% 39,000円 － 2.22% 12,000円 1.60% 15,600円

江 戸 川 区 7.63% 39,600円 － 2.07% 11,400円 1.65% 15,900円

八 王 子 市 5.50% 29,000円 － 1.80% 11,000円 1.60% 12,000円

立 川 市 6.54% 31,400円 － 2.13% 11,100円 1.61% 14,300円

武 蔵 野 市 4.90% 24,200円 － 1.75% 9,000円 1.45% 11,700円

三 鷹 市 4.80% 25,900円 － 1.80% 10,000円 1.40% 12,500円

青 梅 市 5.70% 26,600円 － 1.80% 9,600円 1.65% 9,800円

府 中 市 4.63% 22,920円 － 1.42% 6,840円 1.49% 9,240円

昭 島 市 5.60% 27,500円 － 2.25% 11,500円 1.70% 14,500円

調 布 市 5.00% 26,300円 － 1.79% 9,300円 1.58% 10,900円

町 田 市 5.20% 30,000円 － 1.76% 10,200円 1.55% 12,000円

小 金 井 市 5.50% 26,000円 － 1.95% 14,000円 1.90% 16,000円

小 平 市 5.51% 23,700円 － 2.05% 11,400円 1.55% 15,500円

日 野 市 5.00% 27,000円 － 1.30% 9,000円 1.30% 12,000円

東 村 山 市 5.35% 34,000円 － 1.80% 11,400円 1.80% 14,000円

国 分 寺 市 4.43% 28,000円 － 1.37% 12,000円 0.99% 14,000円

国 立 市 5.50% 20,000円 － 1.80% 10,000円 1.85% 11,000円

福 生 市 4.80% 25,000円 － 2.00% 11,900円 1.55% 12,400円

狛 江 市 5.25% 26,000円 － 1.83% 10,400円 1.68% 12,600円

東 大 和 市 5.95% 28,000円 － 1.78% 8,500円 1.90% 10,600円

清 瀬 市 5.12% 28,000円 － 1.81% 10,000円 1.90% 13,000円

東 久 留 米 市 4.90% 32,900円 － 1.94% 12,700円 1.61% 14,000円

武 蔵 村 山 市 5.35% 28,700円 － 1.68% 11,200円 1.60% 14,600円

多 摩 市 5.08% 26,000円 － 1.63% 11,000円 1.47% 10,700円

稲 城 市 4.68% 29,400円 － 1.16% 7,600円 2.19% 13,100円

羽 村 市 5.54% 24,400円 － 2.09% 10,300円 1.87% 12,000円
あ き る 野 市 5.03% 20,000円 10,800円 1.62% 9,000円 1.53% 12,000円

(改正案) (26,200円) (    －    )
【標準保険料率】 【5.89%】 【33,485円】 【2.22%】 【12,584円】 【2.02%】 【15,063円】

西 東 京 市 5.41% 31,600円 － 1.68% 6,500円 1.64% 14,300円

瑞 穂 町 5.06% 24,000円 － 1.51% 7,000円 1.55% 13,000円

日 の 出 町 5.04% 28,200円 － 1.52% 10,000円 1.38% 11,300円

檜 原 村 4.60% 19,000円 － 1.30% 8,000円 1.30% 11,000円

奥 多 摩 町 5.20% 26,500円 － 1.70% 9,500円 1.75% 11,500円

基礎分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
区　　分
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（方式）

八 王 子 市 2 2 2 2 2 2 2 2 2

立 川 市 2 2 2 2 2 2 2 2 2

武 蔵 野 市 2 2 2 2 2 2 2 2 2

三 鷹 市 2 2 2 2 2 2 2 2 2

青 梅 市 2 2 2 2 2 2 2 2 2

府 中 市 2 2 2 2 2 2 2 2 2

昭 島 市 4 4 4 4 2 2 2 2 2

調 布 市 2 2 2 2 2 2 2 2 2

町 田 市 3 3 3 3 3 3 3 3 2

小 金 井 市 4 4 4 4 4 3 3 3 2

小 平 市 4 4 4 4 4 4 2 2 2

日 野 市 4 4 4 4 4 4 3 3 2

東 村 山 市 3 3 3 3 3 3 3 3 2

国 分 寺 市 3 3 2 2 2 2 2 2 2

国 立 市 3 3 3 2 2 2 2 2 2

福 生 市 4 4 4 2 2 2 2 2 2

狛 江 市 4 4 4 4 4 4 4 2 2

東 大 和 市 4 4 4 4 4 4 2 2 2

清 瀬 市 4 4 4 4 4 4 4 4 2

東久留米市 4 4 4 3 3 3 3 3 2

武蔵村山市 4 4 4 4 4 4 4 4 2

多 摩 市 2 2 2 2 2 2 2 2 2

稲 城 市 4 2 2 2 2 2 2 2 2

羽 村 市 2 2 2 2 2 2 2 2 2

あきる野市 4 4 4 4 4 4 4 4 3

西 東 京 市 4 4 3 3 3 3 3 3 2

2方式 9市 10市 11市 13市 14市 14市 16市 17市 25市

3方式 4市 4市 4市 4市 4市 5市 6市 6市 1市

4方式 13市 12市 11市 9市 8市 7市 4市 3市 0市

2 2 2 2 2 2 2 2 2

瑞 穂 町 4 4 2 2 2 2 2 2 2

日 の 出 町 4 4 4 2 2 2 2 2 2

檜 原 村 4 2 2 2 2 2 2 2 2

奥 多 摩 町 4 2 2 2 2 2 2 2 2

60.7% 35.0% 4.3%

25.7% 54.3% 20.0%

※平成28年度現在

■賦課方式

26市

集計

町村

区　　分 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

特別区

全国

4方式

74 団体600 団体1040 団体

385 万世帯1043 万世帯494 万世帯

2方式3方式

所得割・均等割・平等割・資産割 所得割・均等割・平等割 所得割・均等割
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■世帯別平等割額廃止の経過

（円）

八 王 子 市 －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －   

立 川 市 －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －   

武 蔵 野 市 －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －   

三 鷹 市 －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －   

青 梅 市 －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －   

府 中 市 －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －   

昭 島 市 8,000        8,000        8,000        8,000        5,000        5,000        0 －            －            －            －            －            －            －            3年

調 布 市 －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －   

町 田 市 9,000        9,000        9,000        9,000        9,000        9,000        9,000        9,000        9,000        9,000        0 －            －            －            1年

小 金 井 市 6,600        6,600        6,600        6,600        6,600        6,600        6,600        6,600        6,600        6,600        0 －            －            －            1年

小 平 市 8,000        8,000        6,000        6,000        5,400        5,400        3,600        1,800        0 －            －            －            －            －            3年

日 野 市 8,400        8,400        8,400        9,000        9,000        9,000        9,000        9,000        6,000        6,000        0 －            －            －            3年

東 村 山 市 12,000      12,000      12,000      12,000      12,000      12,000      12,000      12,000      12,000      12,000      0 －            －            －            1年

国 分 寺 市 4,800        4,800        4,800        4,800        0 －            －            －            －            －            －            －            －            －            1年

国 立 市 1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        0 －            －            －            －            －            －            －            －            1年

福 生 市 1,200        1,200        1,200        1,200        1,200        0 －            －            －            －            －            －            －            －            1年

狛 江 市 2,000        2,000        2,000        2,000        2,000        2,000        2,000        2,000        2,000        0 －            －            －            －            1年

東 大 和 市 13,000      13,000      12,000      12,000      12,000      9,000        9,000        9,000        0 －            －            －            －            －            1年

清 瀬 市 8,000        8,000        8,000        8,000        16,000      16,000      16,000      16,000      16,000      16,000      0 －            －            －            1年

東久留米市 6,000        6,000        6,000        6,100        6,100        6,400        6,800        6,800        4,400        2,200        0 －            －            －            3年

武蔵村山市 7,800        7,800        7,800        7,800        7,800        7,800        7,800        7,800        5,200        2,600        0 －            －            －            3年

多 摩 市 －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －   

稲 城 市 4,700        4,700        4,700        0 －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            1年

羽 村 市 －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            －   

あ き る 野 市 10,800      10,800      10,800      10,800      10,800      10,800      10,800      10,800      10,800      10,800      10,800      7,200 3,600 0 3年

西 東 京 市 9,300        9,300        11,800      11,800      11,800      11,800      11,800      8,800        5,800        2,800        0 －            －            －            4年

瑞 穂 町 10,000      10,000      6,800        3,400        0 －            －            －            －            －            －            －            －            －            3年

日 の 出 町 3,000        3,000        3,000        3,000        2,000        0 －            －            －            －            －            －            －            －            2年

檜 原 村 8,000        5,000        3,000        0 －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            3年

奥 多 摩 町 9,200        6,500        3,700        0 －            －            －            －            －            －            －            －            －            －            3年

区　分
廃
止
年
数

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 32年度 33年度31年度27年度 28年度 29年度 30年度
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■あきる野市国民健康保険税の改定（案）

１　税率

現　　行 改定（案） 増減

応能割 所得割額 5.03% 5.03% 0

均等割額 20,000円 26,200円 6,200円

平等割額 10,800円 0円 ▲10,800円

応能割 所得割額 1.62% 1.62% 0

均等割額 9,000円 9,000円 0

平等割額 ― ― ― 

応能割 所得割額 1.53% 1.53% 0

均等割額 12,000円 12,000円 0

平等割額 ― ― ― 

２　税額（軽減前調定額）
（円）

現　　行 改定（案） 増減

応能割 所得割額 754,412,778 754,412,778 0

均等割額 394,736,067 517,104,426 122,368,359

平等割額 123,611,625 0 ▲ 123,611,625

応能割 所得割額 242,969,262 242,969,262 0

均等割額 177,631,500 177,631,500 0

平等割額 ― ― ― 

応能割 所得割額 91,395,906 91,395,906 0

均等割額 74,761,000 74,761,000 0

平等割額 ― ― ― 

応能割 所得割額 1,088,777,946 1,088,777,946 0

均等割額 647,128,567 769,496,926 122,368,359

平等割額 123,611,625 0 ▲ 123,611,625

1,859,518,138 1,858,274,872 ▲ 1,243,266

※平成30年7月現在

介護納付金課税額

合計

応益割

応益割

応益割

応益割

計

応益割

区　　　分

基礎課税額
（医療費給付費分）

後期高齢者支援金等
課税額

介護納付金課税額

応益割

応益割

基礎課税額
（医療費給付費分）

後期高齢者支援金等
課税額

区　　　分
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■世帯人数・軽減割合別影響額のあらまし（7月現在）

（世帯）

1人世帯 1人特定世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯 8人世帯 9人世帯 増減なし 計

平等割 減額 ▲ 3,240円 ▲ 1,620円 ▲ 3,240円 ▲ 3,240円 ▲ 3,240円 ▲ 3,240円 ▲ 3,240円

均等割 増額 1,860円 1,860円 3,720円 5,580円 7,440円 9,300円 13,020円

増減額 ▲ 1,380円 240円 480円 2,340円 4,200円 6,060円 9,780円

世帯数 1,871 144 412 107 38 17 1 2,590

構成比 14.8% 1.1% 3.3% 0.8% 0.3% 0.1% 0.0% 20.5%

平等割 減額 ▲ 5,400円 ▲ 2,700円 ▲ 5,400円 ▲ 5,400円 ▲ 5,400円 ▲ 5,400円 ▲ 5,400円 ▲ 5,400円 ▲ 5,400円 ▲ 5,400円

均等割 増額 3,100円 3,100円 6,200円 9,300円 12,400円 15,500円 18,600円 21,700円 24,800円 27,900円

増減額 ▲ 2,300円 400円 800円 3,900円 7,000円 10,100円 13,200円 16,300円 19,400円 22,500円

世帯数 463 220 463 136 57 28 3 2 2 1 1,375

構成比 3.7% 1.7% 3.7% 1.1% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.9%

平等割 減額 ▲ 8,640円 ▲ 4,320円 ▲ 8,640円 ▲ 8,640円 ▲ 8,640円 ▲ 8,640円 ▲ 8,640円 ▲ 8,640円 ▲ 8,640円 ▲ 8,640円

均等割 増額 4,960円 4,960円 9,920円 14,880円 19,840円 24,800円 29,760円 34,720円 39,680円 44,640円

増減額 ▲ 3,680円 640円 1,280円 6,240円 11,200円 16,160円 21,120円 26,080円 31,040円 36,000円

世帯数 394 309 599 141 60 28 4 4 1 1 1,541

構成比 3.1% 2.4% 4.7% 1.1% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.2%

平等割 減額 ▲ 10,800円 ▲ 5,400円 ▲ 10,800円 ▲ 10,800円 ▲ 10,800円 ▲ 10,800円 ▲ 10,800円 ▲ 10,800円 ▲ 10,800円

均等割 増額 6,200円 6,200円 12,400円 18,600円 24,800円 31,000円 37,200円 43,400円 49,600円

増減額 ▲ 4,600円 800円 1,600円 7,800円 14,000円 20,200円 26,400円 32,600円 38,800円

世帯数 3,302 667 2,132 566 246 65 14 1 1 144 7,138

構成比 26.1% 5.3% 16.9% 4.5% 1.9% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 1.1% 56.5%

6,030 1,340 3,606 950 401 138 21 8 4 2 144 12,644

47.7% 10.6% 28.5% 7.5% 3.2% 1.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 1.1% 100.0%

(47.69%) (58.29%) (86.81%) (94.32%) (97.49%) (98.58%) (98.75%) (98.81%) (98.85%) (98.86%) (100.00%) (100.0%)

※　課税は100円単位であるが本資料では10円単位で比較する。また、世帯数には世帯人数をそのまま振り分けている。

【保険税率（案）】

30年度 31年度 改定内容 30年度 31年度 改定内容 30年度 31年度 改定内容

5.03% 5.03% 0% 1.62% 1.62% 0% 1.53% 1.53% 0%

20,000円 26,200円 + 6,200円 9,000円 9,000円 0円 12,000円 12,000円 0円

10,800円 0円 ▲ 10,800円 － － － － － －

所得割

均等割

平等割

軽減
なし

世帯数

構成比

（累計）

区分
基礎分 後期支援分 介護納付金分

2割
軽減

区分

7割
軽減

5割
軽減

※ 特定世帯とは、国保から後期高

齢に移行した者がいたことで、その世

帯の国保加入者が一人となった世帯

であり、特定世帯となった月から5年

間、平等割が1/2軽減され、その後特

定継続世帯として3年間、1/4軽減さ

れる。 
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■増減率別世帯数

主な該当世帯

15.0% 以下 1 世帯 0.0% 7割軽減 7人世帯

14.0% 以下 7 世帯 0.1% 7割軽減 5人世帯

13.0% 以下 9 世帯 0.1% 7割軽減 5人世帯

12.0% 以下 32 世帯 0.3% 7割軽減 4、5人世帯

11.0% 以下 35 世帯 0.3%
7割軽減 4人世帯、5割軽減 4、8人世帯
2割軽減8・9人世帯

10.0% 以下 34 世帯 0.3%

9.0% 以下 26 世帯 0.2%

8.0% 以下 123 世帯 1.0%

7.0% 以下 138 世帯 1.1%

6.0% 以下 141 世帯 1.1%

5.0% 以下 255 世帯 2.0%

4.0% 以下 362 世帯 2.9%

3.0% 以下 1,360 世帯 10.8%

2.0% 以下 1,972 世帯 15.6% 2割軽減 2人世帯、5割軽減 2人世帯

1.0% 以下 1,975 世帯 15.6% 軽減なし 2人世帯、2割軽減 2人世帯

増減
なし

0.0% 144 世帯 1.1% 144 世帯 1.1% 課税限度額到達世帯

▲1.0% 以上 128 世帯 1.0%

▲2.0% 以上 368 世帯 2.9%

▲3.0% 以上 588 世帯 4.7%

▲4.0% 以上 653 世帯 5.2%

▲5.0% 以上 587 世帯 4.6%

▲6.0% 以上 493 世帯 3.9%

▲7.0% 以上 224 世帯 1.8% 5割軽減 1人世帯、2割軽減 1人世帯

▲8.0% 以上 133 世帯 1.1% 5割軽減 1人世帯

▲9.0% 以上 502 世帯 4.0% 7割軽減 1人世帯、5割軽減 1人世帯

▲10.0% 以上 695 世帯 5.5% 7割軽減 1人世帯、5割軽減 1人世帯

▲11.0% 以上 92 世帯 0.7% 7割軽減 1人世帯、5割軽減 1人世帯

▲12.0% 以上 1,489 世帯 11.8% 7割軽減 1人世帯

▲13.0% 以上 69 世帯 0.5% 7割軽減 1人世帯

▲14.0% 以上 9 世帯 0.1% 7割軽減 1人世帯

12,644 世帯 100.0% 12,644 世帯 100.0%

増減率 世帯数

増
加
世
帯

減
少
世
帯

合計

6,470 世帯

6,030 世帯

51.2%

47.7%
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【モデル世帯比較】 2019/1/28

（税額はそれぞれの計算過程で100円未満切捨て）

※1 ＝ 所得は算定基礎額（給与・年金収入から所得計算後の総所得－３３万円）

パターン①
（円）

年金収入 所得※1 所得割 均等割 平等割 計 所得※1 所得割 均等割 平等割 計 増減額 増減率

1,530,000
以下

0 0 8,700 3,200 11,900 0 0 10,500 0 10,500 ▲ 1,400 ▲ 11.76

1,680,000 150,000 9,900 8,700 3,200 21,800 150,000 9,900 10,500 0 20,400 ▲ 1,400 ▲ 6.42

5割軽減 1,955,000 425,000 28,100 14,500 5,400 48,000 425,000 28,100 17,600 0 45,700 ▲ 2,300 ▲ 4.79

2割軽減 2,180,000 650,000 43,100 23,200 8,600 74,900 650,000 43,100 28,100 0 71,200 ▲ 3,700 ▲ 4.94

2,500,000 970,000 64,400 29,000 10,800 104,200 970,000 64,400 35,200 0 99,600 ▲ 4,600 ▲ 4.41

3,000,000 1,470,000 97,700 29,000 10,800 137,500 1,470,000 97,700 35,200 0 132,900 ▲ 4,600 ▲ 3.35

4,000,000 2,295,000 152,500 29,000 10,800 192,300 2,295,000 152,500 35,200 0 187,700 ▲ 4,600 ▲ 2.39

パターン②
（円）

世帯給与収入 所得※1 所得割 均等割 平等割 計 所得※1 所得割 均等割 平等割 計 増減額 増減率

7割軽減 980,000 0 0 24,600 3,200 27,800 0 0 28,300 0 28,300 500 1.80

5割軽減 1,530,000 550,000 44,900 41,000 5,400 91,300 550,000 44,900 47,200 0 92,100 800 0.88

2割軽減 2,150,000 993,600 81,100 65,600 8,600 155,300 993,600 81,100 75,500 0 156,600 1,300 0.84

4,000,000 2,330,000 190,400 82,000 10,800 283,200 2,330,000 190,400 94,400 0 284,800 1,600 0.56

5,000,000 3,130,000 255,900 82,000 10,800 348,700 3,130,000 255,900 94,400 0 350,300 1,600 0.46

8,000,000 5,670,000 463,700 82,000 10,800 556,500 5,670,000 463,700 94,400 0 558,100 1,600 0.29

パターン③
（円）

世帯給与収入 所得※1 所得割 均等割 平等割 計 所得※1 所得割 均等割 平等割 計 増減額 増減率

7割軽減 980,000 0 0 33,300 3,200 36,500 0 0 38,800 0 38,800 2,300 6.30

5割軽減 1,900,000 820,000 66,900 55,500 5,400 127,800 820,000 66,900 64,800 0 131,700 3,900 3.05

2割軽減 2,850,000 1,485,000 121,300 88,800 8,600 218,700 1,485,000 121,300 103,600 0 224,900 6,200 2.83

4,000,000 2,330,000 190,400 111,000 10,800 312,200 2,330,000 190,400 129,600 0 320,000 7,800 2.50

5,000,000 3,130,000 255,900 111,000 10,800 377,700 3,130,000 255,900 129,600 0 385,500 7,800 2.07

8,000,000 5,670,000 463,700 111,000 10,800 585,500 5,670,000 463,700 129,600 0 593,300 7,800 1.33

パターン④
（円）

世帯給与収入 所得※1 所得割 均等割 平等割 計 所得※1 所得割 均等割 平等割 計 増減額 増減率

7割軽減 980,000 0 0 42,000 3,200 45,200 0 0 49,400 0 49,400 4,200 9.29

5割軽減 2,300,000 1,100,000 89,900 70,000 5,400 165,300 1,100,000 89,900 82,400 0 172,300 7,000 4.23

2割軽減 3,580,000 1,996,000 163,100 112,000 8,600 283,700 1,996,000 163,100 131,800 0 294,900 11,200 3.95

4,000,000 2,330,000 190,400 140,000 10,800 341,200 2,330,000 190,400 164,800 0 355,200 14,000 4.10

5,000,000 3,130,000 255,900 140,000 10,800 406,700 3,130,000 255,900 164,800 0 420,700 14,000 3.44

8,000,000 5,670,000 463,700 140,000 10,800 614,500 5,670,000 463,700 164,800 0 628,500 14,000 2.28

パターン⑤
（円）

世帯給与収入 所得※1 所得割 均等割 平等割 計 所得※1 所得割 均等割 平等割 計 増減額 増減率

7割軽減 980,000 0 0 50,700 3,200 53,900 0 0 60,000 0 60,000 6,100 11.32

5割軽減 2,690,000 1,371,600 112,000 84,500 5,400 201,900 1,371,600 112,000 100,000 0 212,000 10,100 5.00

2割軽減 4,200,000 2,490,000 203,500 135,200 8,600 347,300 2,490,000 203,500 160,000 0 363,500 16,200 4.66

4,500,000 2,730,000 223,200 169,000 10,800 403,000 2,730,000 223,200 200,000 0 423,200 20,200 5.01

6,000,000 3,930,000 321,300 169,000 10,800 501,100 3,930,000 321,300 200,000 0 521,300 20,200 4.03

8,000,000 5,670,000 463,700 169,000 10,800 643,500 5,670,000 463,700 200,000 0 663,700 20,200 3.14

軽減なし

６５歳１人世帯

軽減なし

軽減なし

４０代夫婦 + 子 １人（子収入なし）　３人世帯

軽減なし

５０代夫婦 + 子 ２人（子収入なし）　４人世帯

軽減なし

５０代夫婦 + 子 ３人（子収入なし）　５人世帯

7割軽減

改　定　前 改　定　後
増　減

3方式 2方式

４０代夫婦のみ ２人世帯
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【モデル世帯比較】

＜税率＞

所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割

5.03 % 20,000 円 10,800 円 5.03 % 22,100 円 7,200 円 5.03 % 24,200 円 3,600 円 5.03 % 26,200 円 0 円 0.00 % 6,200 円 ▲10,800 円

1.62 % 9,000 円 － 1.62 % 9,000 円 － 1.62 % 9,000 円 － 1.62 % 9,000 円 － 0.00 % 0 円 －

1.53 % 12,000 円 － 1.53 % 12,000 円 － 1.53 % 12,000 円 － 1.53 % 12,000 円 － 0.00 % 0 円 －

8.18 % 41,000 円 10,800 円 8.18 % 43,100 円 7,200 円 8.18 % 45,200 円 3,600 円 8.18 % 47,200 円 0 円 0.00 % 6,200 円 ▲10,800 円

（＋2,100円）（▲3,600円） （＋2,100円）（▲3,600円） （＋2,000円）（▲3,600円）

※税額はそれぞれの計算過程で100円未満切捨て

①　１人世帯（６５歳） ※所得は算定基礎額（給与・年金収入から所得計算後の総所得－３３万円） （円）

改定後 改定後 改定後 改定後

1,530,000 0 11,900 11,400 ▲500 ▲4.20 % 11,000 ▲400 ▲3.51 % 10,500 ▲500 ▲4.55 % 10,500 ▲1,400 ▲11.76 %

1,680,000 150,000 21,800 21,300 ▲500 ▲2.29 % 20,800 ▲500 ▲2.35 % 20,400 ▲400 ▲1.92 % 20,400 ▲1,400 ▲6.42 %

1,955,000 425,000 48,000 47,200 ▲800 ▲1.67 % 46,500 ▲700 ▲1.48 % 45,700 ▲800 ▲1.72 % 45,700 ▲2,300 ▲4.79 %

2,180,000 650,000 74,900 73,600 ▲1,300 ▲1.74 % 72,400 ▲1,200 ▲1.63 % 71,200 ▲1,200 ▲1.66 % 71,200 ▲3,700 ▲4.94 %

2,500,000 970,000 104,200 102,700 ▲1,500 ▲1.44 % 101,200 ▲1,500 ▲1.46 % 99,600 ▲1,600 ▲1.58 % 99,600 ▲4,600 ▲4.41 %

3,000,000 1,470,000 137,500 136,000 ▲1,500 ▲1.09 % 134,500 ▲1,500 ▲1.10 % 132,900 ▲1,600 ▲1.19 % 132,900 ▲4,600 ▲3.35 %

4,000,000 2,295,000 192,300 190,800 ▲1,500 ▲0.78 % 189,300 ▲1,500 ▲0.79 % 187,700 ▲1,600 ▲0.85 % 187,700 ▲4,600 ▲2.39 %

②　２人世帯（４０代夫婦のみ） （円）

改定後 改定後 改定後 改定後

980,000 0 27,800 27,900 100 0.36 % 28,100 200 0.72 % 28,300 200 0.71 % 28,300 500 1.80 %

1,530,000 550,000 91,300 91,600 300 0.33 % 91,900 300 0.33 % 92,100 200 0.22 % 92,100 800 0.88 %

2,150,000 993,600 155,300 155,700 400 0.26 % 156,200 500 0.32 % 156,600 400 0.26 % 156,600 1,300 0.84 %

4,000,000 2,330,000 283,200 283,800 600 0.21 % 284,400 600 0.21 % 284,800 400 0.14 % 284,800 1,600 0.56 %

5,000,000 3,130,000 348,700 349,300 600 0.17 % 349,900 600 0.17 % 350,300 400 0.11 % 350,300 1,600 0.46 %

8,000,000 5,670,000 556,500 557,100 600 0.11 % 557,700 600 0.11 % 558,100 400 0.07 % 558,100 1,600 0.29 %

計

1年次（平成31年度（2019））
改定前

計
区分

7割軽減

所得年金収入

計

増減 増減（対前年度） 増減（対前年度） 増減

5割軽減

2割軽減

軽減なし

区分

区分

基礎分

後期支援分

介護納付金分

増減

改定前 1年次（平成31年度（2019）） 2年次（平成32年度（2020）） 3年次（平成33年度（2021）） 増減（対現行）

2年次（平成32年度（2020）） 3年次（平成33年度（2021））

増減 増減（対前年度） 増減（対前年度）

2年次（平成32年度（2020）） 3年次（平成33年度（2021））世帯
給与収入

所得

5割軽減

2割軽減

軽減なし

7割軽減

改定前
1年次（平成31年度（2019））
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③　３人世帯（４０代夫婦＋子１人（子収入なし）） （円）

改定後 改定後 改定後 改定後

980,000 0 36,500 37,200 700 1.92 % 38,000 800 2.15 % 38,800 800 2.11 % 38,800 2,300 6.30 %

1,900,000 820,000 127,800 129,100 1,300 1.02 % 130,500 1,400 1.08 % 131,700 1,200 0.92 % 131,700 3,900 3.05 %

2,850,000 1,485,000 218,700 220,800 2,100 0.96 % 222,900 2,100 0.95 % 224,900 2,000 0.90 % 224,900 6,200 2.83 %

4,000,000 2,330,000 312,200 314,900 2,700 0.86 % 317,600 2,700 0.86 % 320,000 2,400 0.76 % 320,000 7,800 2.50 %

5,000,000 3,130,000 377,700 380,400 2,700 0.71 % 383,100 2,700 0.71 % 385,500 2,400 0.63 % 385,500 7,800 2.07 %

8,000,000 5,670,000 585,500 588,200 2,700 0.46 % 590,900 2,700 0.46 % 593,300 2,400 0.41 % 593,300 7,800 1.33 %

④　４人世帯（５０代夫婦＋子２人（子収入なし）） （円）

改定後 改定後 改定後 改定後

980,000 0 45,200 46,600 1,400 3.10 % 48,000 1,400 3.00 % 49,400 1,400 2.92 % 49,400 4,200 9.29 %

2,300,000 1,100,000 165,300 167,700 2,400 1.45 % 170,100 2,400 1.43 % 172,300 2,200 1.29 % 172,300 7,000 4.23 %

3,580,000 1,996,000 283,700 287,500 3,800 1.34 % 291,300 3,800 1.32 % 294,900 3,600 1.24 % 294,900 11,200 3.95 %

4,000,000 2,330,000 341,200 346,000 4,800 1.41 % 350,800 4,800 1.39 % 355,200 4,400 1.25 % 355,200 14,000 4.10 %

5,000,000 3,130,000 406,700 411,500 4,800 1.18 % 416,300 4,800 1.17 % 420,700 4,400 1.06 % 420,700 14,000 3.44 %

8,000,000 5,670,000 614,500 619,300 4,800 0.78 % 624,100 4,800 0.78 % 628,500 4,400 0.71 % 628,500 14,000 2.28 %

⑤　５人世帯（５０代夫婦＋子３人（子収入なし）） （円）

改定後 改定後 改定後 改定後

980,000 0 53,900 55,900 2,000 3.71 % 58,000 2,100 3.76 % 60,000 2,000 3.45 % 60,000 6,100 11.32 %

2,690,000 1,371,600 201,900 205,300 3,400 1.68 % 208,800 3,500 1.70 % 212,000 3,200 1.53 % 212,000 10,100 5.00 %

4,200,000 2,490,000 347,300 352,800 5,500 1.58 % 358,300 5,500 1.56 % 363,500 5,200 1.45 % 363,500 16,200 4.66 %

4,500,000 2,730,000 403,000 409,900 6,900 1.71 % 416,800 6,900 1.68 % 423,200 6,400 1.54 % 423,200 20,200 5.01 %

6,000,000 3,930,000 501,100 508,000 6,900 1.38 % 514,900 6,900 1.36 % 521,300 6,400 1.24 % 521,300 20,200 4.03 %

8,000,000 5,670,000 643,500 650,400 6,900 1.07 % 657,300 6,900 1.06 % 663,700 6,400 0.97 % 663,700 20,200 3.14 %

計

増減 増減（対前年度） 増減（対前年度） 増減

7割軽減

世帯
給与収入

所得 改定前
1年次（平成31年度（2019）） 2年次（平成32年度（2020）） 3年次（平成33年度（2021））

区分

3年次（平成33年度（2021）） 計

増減 増減（対前年度） 増減（対前年度） 増減

5割軽減

2割軽減

軽減なし

区分
世帯

給与収入
所得

7割軽減

5割軽減

2割軽減

軽減なし

区分
世帯

給与収入

改定前
1年次（平成31年度（2019）） 2年次（平成32年度（2020））

所得 改定前
1年次（平成31年度（2019）） 2年次（平成32年度（2020）） 3年次（平成33年度（2021）） 計

増減 増減（対前年度） 増減（対前年度） 増減

7割軽減

5割軽減

2割軽減

軽減なし



⑥　６人世帯（５０代夫婦＋子４人（子収入なし）） （円）

改定後 改定後 改定後 改定後

980,000 0 59,000 61,600 2,600 4.41 % 64,300 2,700 4.38 % 66,900 2,600 4.04 % 66,900 7,900 13.39 %

3,087,000 1,648,800 233,200 237,700 4,500 1.93 % 242,200 4,500 1.89 % 246,400 4,200 1.73 % 246,400 13,200 5.66 %

4,839,000 2,998,800 402,500 409,600 7,100 1.76 % 416,800 7,200 1.76 % 423,600 6,800 1.63 % 423,600 21,100 5.24 %

5,000,000 3,130,000 452,700 461,700 9,000 1.99 % 470,700 9,000 1.95 % 479,100 8,400 1.78 % 479,100 26,400 5.83 %

6,000,000 3,930,000 518,100 527,100 9,000 1.74 % 536,100 9,000 1.71 % 544,500 8,400 1.57 % 544,500 26,400 5.10 %

8,000,000 5,670,000 660,500 669,500 9,000 1.36 % 678,500 9,000 1.34 % 686,900 8,400 1.24 % 686,900 26,400 4.00 %

⑦　７人世帯（５０代夫婦＋子５人（子収入なし）） （円）

改定後 改定後 改定後 改定後

980,000 0 67,700 71,000 3,300 4.87 % 74,300 3,300 4.65 % 77,500 3,200 4.31 % 77,500 9,800 14.48 %

3,479,000 1,923,200 270,100 275,600 5,500 2.04 % 281,200 5,600 2.03 % 286,400 5,200 1.85 % 286,400 16,300 6.03 %

5,460,000 3,498,000 466,600 475,400 8,800 1.89 % 484,300 8,900 1.87 % 492,700 8,400 1.73 % 492,700 26,100 5.59 %

6,000,000 3,930,000 547,100 558,200 11,100 2.03 % 569,300 11,100 1.99 % 579,700 10,400 1.83 % 579,700 32,600 5.96 %

7,000,000 4,770,000 615,800 626,900 11,100 1.80 % 638,000 11,100 1.77 % 648,400 10,400 1.63 % 648,400 32,600 5.29 %

8,000,000 5,670,000 689,500 700,600 11,100 1.61 % 711,700 11,100 1.58 % 722,100 10,400 1.46 % 722,100 32,600 4.73 %

⑧　８人世帯（５０代夫婦＋子６人（子収入なし）） （円）

改定後 改定後 改定後 改定後

980,000 0 76,400 80,300 3,900 5.10 % 84,200 3,900 4.86 % 88,000 3,800 4.51 % 88,000 11,600 15.18 %

3,839,000 2,198,800 307,100 313,700 6,600 2.15 % 320,300 6,600 2.10 % 326,500 6,200 1.94 % 326,500 19,400 6.32 %

6,087,000 3,997,200 530,600 541,100 10,500 1.98 % 551,600 10,500 1.94 % 561,600 10,000 1.81 % 561,600 31,000 5.84 %

6,500,000 4,330,000 608,800 622,000 13,200 2.17 % 635,200 13,200 2.12 % 647,600 12,400 1.95 % 647,600 38,800 6.37 %

7,000,000 4,770,000 644,800 658,000 13,200 2.05 % 671,200 13,200 2.01 % 683,600 12,400 1.85 % 683,600 38,800 6.02 %

8,000,000 5,670,000 718,500 731,700 13,200 1.84 % 744,900 13,200 1.80 % 757,300 12,400 1.66 % 757,300 38,800 5.40 %

⑧　９人世帯（５０代夫婦＋子７人（子収入なし）） （円）

改定後 改定後 改定後 改定後

980,000 0 85,100 89,600 4,500 5.29 % 94,200 4,600 5.13 % 98,600 4,400 4.67 % 98,600 13,500 15.86 %

4,183,000 2,474,000 344,100 351,700 7,600 2.21 % 359,400 7,700 2.19 % 366,600 7,200 2.00 % 366,600 22,500 6.54 %

6,700,000 4,500,000 595,000 607,200 12,200 2.05 % 619,400 12,200 2.01 % 631,000 11,600 1.87 % 631,000 36,000 6.05 %

7,000,000 4,770,000 673,800 689,100 15,300 2.27 % 704,400 15,300 2.22 % 718,800 14,400 2.04 % 718,800 45,000 6.68 %

8,000,000 5,670,000 741,700 757,000 15,300 2.06 % 772,300 15,300 2.02 % 786,700 14,400 1.86 % 786,700 45,000 6.07 %

7割軽減

5割軽減

2割軽減

軽減なし

区分
世帯

給与収入
所得 改定前

1年次（平成31年度（2019）） 2年次（平成32年度（2020）） 3年次（平成33年度（2021）） 計

増減 増減（対前年度） 増減（対前年度） 増減

2年次（平成32年度（2020）） 3年次（平成33年度（2021）） 計

増減（対前年度） 増減（対前年度） 増減
区分

世帯
給与収入

7割軽減

5割軽減

2割軽減

軽減なし

区分
世帯

給与収入

所得 改定前
1年次（平成31年度（2019））

所得 改定前
1年次（平成31年度（2019））

増減

2年次（平成32年度（2020）） 3年次（平成33年度（2021）） 計

増減 増減（対前年度） 増減（対前年度） 増減

計

増減 増減（対前年度） 増減（対前年度） 増減

軽減なし

所得 改定前
1年次（平成31年度（2019）） 2年次（平成32年度（2020）） 3年次（平成33年度（2021））

7割軽減

5割軽減

2割軽減

軽減なし

区分
世帯

給与収入

7割軽減

5割軽減

2割軽減
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